
東武鉄道株式会社旅客営業規則の一部改正 

改 正 現 行 

 

（前略） 

 

（通勤定期乗車券の発売）              ［連規準用］ 

第35条 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合は、１箇月・

３箇月または６箇月有効の通勤定期乗車券を発売する。 

（１）100km以内の区間を常時、区間および経路を同じくして乗車する場合 

（２）次に掲げる様式の定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出し

た場合 

          

表                 裏 

 

 
 

備考 券面には必要に応じ、適宜の文案により案内事項を表示する。 
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9.1㎝ 

備考 券面には必要に応じ、適宜の文案により案内事項を表示する。 
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改 正 現 行 

 

（後略） 

 

 

（後略） 

附則 

 この規則は、２０２６年３月１４日から実施する。 

 


